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『大山日ノ丸証券の約款・規定集』一部改定のお知らせ 

以下のとおり「大山日ノ丸証券の約款･規定集」を一部改定いたします。詳細につきましては新旧対照表をご確認くださいますようお願い申し上げます。 

 

（2022年 9月 1日より適用[下線部改訂]） 

「株式等振替決済口座管理約款」新旧対照表 

新 旧 

（発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出） 

第８条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届

出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたも

のとして取り扱います。 

２ 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振

替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優

先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、次の各号に定める

通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 

 

 

 

⑴ 総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主

通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知（以下第

26条において「総株主通知等」といいます。） 

⑵ 個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知 

⑶ 株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求（第

22条第２項に規定する書面交付請求をいいます。） 

 

（個別株主通知等の取扱い） 

第 22条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出（振

替法第 154条第４項の申出をいいます。）の取次ぎの請求をすることができます。 

２ お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法第 325条

の５第１項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人

に関する法律第 94 条第１項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び協同組

織金融機関の優先出資に関する法律第 40 条第４項に基づく優先出資者総会資料

（発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出） 

第８条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届

出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたも

のとして取り扱います。 

２ 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振

替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優

先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、総株主通知、総新株

予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者

通知、総優先出資者通知若しくは総受益者通知（以下第 26条において「総株主通

知等」といいます。）又は個別株主通知、個別投資主通知若しくは個別優先出資者

通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 

（ 新 設 ） 

 

 

（ 新 設 ） 

（ 新 設 ） 

 

 

（個別株主通知の取扱い） 

第 22条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出（振

替法第 154条第４項の申出をいいます。）の取次ぎの請求をすることができます。 

（ 新 設 ） 
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新 旧 

の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交

付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要が

あります。 

３ 前２項の場合は、所定の手続料をいただくことがあります。 

 

附 則 

この改正は、2022年 9月 1日から施行する 

 

 

 

 

（ 新 設 ） 

 

附 則 

この改正は、2021年 6月 1日から施行する 

 

 

 

「非課税上場株式等管理に関する約款」新旧対照表 

新 旧 

(非課税口座開設届出書等の提出等) 

第２条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには､当社に

対して租税特別措置法第 37条の 14第５項第１号、第 10項及び第 19項に基づき

「非課税口座開設届出書」（既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課

税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、

「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通

知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設

定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」）を

提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第 37条の 11の３第４項に規定

する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18条の 15の

３第 24項において準用する租税特別措置法施行規則第 18条の 12第３項に基づ

き同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生

年月日、住所及び個人番号（お客様が租税特別措置法施行令第 25条の 13第 32

項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。）を告知し、租税特別

措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 

ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税

口座を再開設しようとする年（以下「再開設年」といいます。）又は非課税管理勘

定を再設定しようとする年（以下「再設定年」といいます。）の前年 10 月１日か

(非課税口座開設届出書等の提出等) 

第２条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには､当社に

対して租税特別措置法第 37条の 14第５項第１号、第 10項及び第 19項に基づき

「非課税口座開設届出書」（既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課

税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、

「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通

知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設

定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」）を

提出するとともに、当社に対して租税特別措置法施行規則第 37条の 11の３第４

項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18

条の 15の３第 24項において準用する租税特別措置法施行規則第 18条の 12第３

項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して

氏名、生年月日、住所及び個人番号（お客様が租税特別措置法施行令第 25条の

13第 32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。）を告知し、

租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 

ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座

を再開設しようとする年（以下「再開設年」といいます。）又は非課税管理勘定を

再設定しようとする年（以下「再設定年」といいます。）の前年 10 月１日から再
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新 旧 

ら再開設年又は再設定年の９月 30 日までの間に提出してください。また、「非課

税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因と

なった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税

管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止

した日から同日の属する年の９月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理するこ

とができません。 

２～４   （現行どおり） 

５ お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を他の証券会社若

しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定が設

けられる日の属する年（以下「設定年」といいます。）の前年 10 月１日から設定

年の９月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14第 13 項に規定する「金

融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出

される日以前に、設定年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われてい

た場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。 

６     （現行どおり） 

 

（非課税管理勘定終了時の取扱い) 

第９条 お客様が当社に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当社において非

課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当

該非課税口座が租税特別措置法第 37条の 14第 12項の規定により非課税口座に該

当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引

については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただき

ます。その後、お客様のご指示を踏まえて速やかに特定口座への移管を行うこと

といたします。 

 

附 則 

この改正は、2022年 9月 1日から施行する 

 

開設年又は再設定年の９月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口

座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となっ

た非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理

勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した

日から同日の属する年の９月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することが

できません。 

２～４   （ 省 略 ） 

５ お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を他の証券会社若

しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定が設

けられる日の属する年（以下「設定年」といいます。）の前年 10 月１日から設定

年の９月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14第 18 項に規定する「金

融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出

される日以前に、設定年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われてい

た場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。 

６     （ 省 略 ） 

 

（非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い） 

第９条 お客様が当社に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当社において非

課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当

該非課税口座が租税特別措置法第 37条の 14第 16項の規定により非課税口座に該

当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引

については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただき

ます。その後、お客様のご指示を踏まえて速やかに特定口座への移管を行うこと

といたします。 

 

附 則 

この改正は、2021年 6月 1日から施行する 

 

 


